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２００９ ＯＫＡＹＡＭＡロードレースシリーズ規則書 

 
 

公      示 
 
本競技会は、財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（ＭＦＪ）公認／承認のもとに、国際モーターサイ

クリズム連盟（ＦＩＭ）の国際スポーツ憲章・競技規則に基づいたＭＦＪの国内競技規則ならびに本特別規則に

基づいて開催される。 
 
第１条 競技会の名称 

１．２００９ ＯＫＡＹＡＭＡロードレースシリーズ 
２．２００９ ウエストチャレンジカップ 

 
第２条 競技会の格式 

ＭＦＪ公認、承認による国内格式ロードレース競技会 
 
第３条 主催者 

株式会社岡山国際サーキット 
〒７０１－２６１２ 岡山県美作市滝宮１２１０ 
TEL：０８６８－７４－３３１１  FAX：０８６８－７４－２６００ 

 
第４条 開催場所 

岡山国際サーキット（１周：３，７０３ｍ／右回り） 
〒７０１－２６１２ 岡山県美作市滝宮１２１０ 
TEL：０８６８－７４－３３１１  FAX：０８６８－７４－２６００ 

 
第５条 大会組織 

各公式プログラムおよび各公式通知に示す。 
 
第６条 タイムスケジュール 

タイムスケジュールは、公式通知に示す。 
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第８条 参加資格 

１．参加するライダーは、本競技会開催期間中に有効な本特別規則第７条に示すＭＦＪロードレース競技ラ

イセンスを保持していなければならない。 
２．ライダー１名に対し、１名以上のピット要員を登録しなければならず、そのピット要員は本競技会開催

期間中に有効なＭＦＪピットクルーライセンスを保持していなければならない。 
１名のライダーに対し登録出来るピットクルーの最大人数は下記のとおりとする。 
・ウエストチャレンジカップクラス・・・・・・・・・・・・４名以内 
・その他のＯＫＡＹＡＭＡロードレースシリーズ各クラス・・３名以内 

 

第９条 出場申し込み 

１．出場申込先 
岡山国際サーキット・レース事務局 
〒701-2612 岡山県美作市滝宮１２１０ 
TEL 0868-74-3311 
２．出場申込期間 
本規則書第７条に示す。 
３．出場料およびＭＦＪスポーツ傷害基金掛金 

【出場料】 【スポーツ傷害基金掛金】 【合計】 
１種目あたり その他のクラス １６，０００円 ＋ ３，５００円 ＝ １９，５００円 
 Ｓ８ １６，０００円 ＋ １，０００円 ＝ １７，０００円 
１０月１１日：１大会２レース ２６，５００円 ＋ ３，５００円 ＝ ３０，０００円 

※Ｓ８クラスで４サイクル１２５㏄を越える車両のスポーツ傷害基金掛金は３，５００円となる。 
※オープン、ＳＴ１０００クラスの１大会２レース時には１レースエントリーと２レースエントリーが

可能です。 

１レースのみエントリーの場合は、１９,５００円となります。 

※耐久レースに関しては本特別規則第３５条に従うこと。 
※Ｗエントリーの場合は２クラス目からＭＦＪスポーツ傷害基金掛け金が免除されます。 
４．出場申込方法 
出場申し込みは、以下のものを揃えて申込期間内に現金書留による郵送もしくは、岡山国際サーキット

事務局窓口にて行わなければならない。（申込期間内の消印のあるものを有効） 
・出場申込書（大会事務局指定のものに必要事項を記入のこと） 
・出場料 
・ＭＦＪスポーツ傷害基金掛金 
・出場ライダーが満２０歳未満の場合は、出場申込書の承諾書に保護者の署名・捺印とその印鑑証明の

コピー１通（３ヶ月以内に取得したもの）を必要とする。 
※申し込み時に車両をＴ．Ｂ．Ｎ．（記載漏れ）とした場合で、大会１週間前までに連絡が無い場合は、

Ｔ．Ｂ．Ｎ．登録料の５，０００円が必要となる。 
５．その他 
電話またはＦＡＸによる出場申込は、一切受け付けない。 
ＭＦＪ承認レースに限り、やむを得ない事情で上記申込期間内に手続きを行えなかった参加者は、当該

レース開催日の７日前までに上記提出物に加え下記の物を提出すること。 
・参加者の氏名／参加クラス／理由を記した嘆願書 
・事務手数料５，０００円 
ただし、この場合事前に事務局に連絡しなければならない。 
６．参加受理と不受理 
・出場申し込み者には締め切り後に大会事務局から参加受理または不受理が通知される。 
・参加を受理された後に参加を取り消す申込者には参加料は返還されない。 
・参加を受理されなかった参加者及び参加可否の通知以前に参加を取り消す参加者には参加料が返還さ

れる。（ただし事務手数料として２，０００円差し引く） 
７．チーム名称 
参加申込の際に使用するチーム名は公序良俗に反しないものとし、大会事務局が了承したものに限る。 
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第10条 出場受付 

１．参加が正式に受理された参加者は、大会前日または当日行われる出場受付を済まさなければならない。

ライダーおよびピットクルーのクレデンシャル、サービスカーの車両通行証はこの時に交付される。 
２．出場受付時には、以下の物を提示もしくは提出しなければならない。 
・正式参加受理書 
・ＭＦＪ競技ライセンス（参加ライダー） 
・ＭＦＪピットクルーライセンス（登録ピットクルー） 
・車両仕様書 
・健康保険証（コピー可） 
３．登録ピットクルーに変更がある場合は、出場受付時にピットクルー変更届けを提出すること（ピットク

ルー変更料１，０００円／１名）。なお、申込後のピットクルーの追加は出来ないものとする。 
４．出場受付は、参加台数によって大会前日も行う場合がある。 

 
第11条 クレデンシャルと車両通行証 

１．交付されたクレデンシャルは、大会期間中確認しやすい位置に必ず着用しなければならない。 
２．Ｂパドックへの車両通行証は、参加車両１台につき１枚発行する。参加者のサービスカーは、大会事務

局が交付する通行証に車両の登録ナンバーを記入し、車両前部の確認しやすい位置に貼付していなけれ

ば、パドックへの通行およびパドックでの駐車ができない。ただし参加車両および部品・工具を搬入す

るために必要な場合以外はパドック内を通行することができず、通行や積み降ろし作業は、競技役員の

指示に従って行わなければならない。 
３．岡山国際サーキット場内における通行・駐車・行動の指示は、公式通知と案内標識等によって示され、

参加者はこの指示に従わなければならない。 
４．交付されるクレデンシャル・車両通行証は、他人に貸与したり転用したりしてはならない。 
５．クレデンシャル、車両通行証を紛失または破損したときは、大会事務局にて再交付の手続きをとり、再

交付を受けること。ただし再交付手数料（３，０００円／１枚）を必要とする。 
 
第12条 トランスポンダー（自動計測装置） 

１．トランスポンダーの取り付けを指示された場合は、車検時までに車両に取り付けなければならない。取

り付けを拒否した場合は、当該車両およびライダーは出走を認められない。 
２．トランスポンダーの配布は出場受付時もしくは公式通知に示された場所にて公式通知に示された時間に

行われる。返却については大会事務局にて各レース終了後速やかに行うこと。また、予選不通過もしく

はリタイヤの場合はそれが確定した時点で速やかに返却すること。 
 
第13条 車両検査 

１．参加車両の車両検査およびライダーの装備品検査は、タイムスケジュールに従って岡山国際サーキット

Ｂパドック内の車検場にて行う。 

２．車両検査にあたってはライダー本人が検査を受ける車両とともに、指定時間内に下記のものを用意して

車検場に集合しなければならない。 

・車両仕様書 
・ヘルメット 
・ヘルメットリムーバ  予選・決勝を通じて使用するものを提示すること。 
・グローブ 
・ブーツ 
・レーシングスーツ 
※レーシングスーツの胸部内側にカタカナで氏名を明記する事。血液型も併せて明記する事が推奨され

る。 
３．検査を受ける車両は、あらかじめアンダーカウルを外しておくこと（外したアンダーカウルも持参）。

また車両ゼッケンは、指定された字体のものを使用し、走行中に脱落しないよう、しっかり貼付するこ

と。（ゼッケンが不明瞭な場合、予選タイムの計測が拒否される場合がある） 
４．公式車両検査の結果、参加が不適当と判定された参加者、または車検長による改善命令に応じない参加

者は当該競技会から除外される。 
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５．車両検査に車両を提示する事は、当該車両が全ての規則に適合していることを申告したものと見なされ

る。車両検査終了後に不適合が発見された場合の罰則は、当該競技会から除外もしくは失格まで適用さ

れる場合がある。また、一度合格した車両であってもレース後の再車検や次大会の車検に合格すること

を保証することではない。 
６．公式車検は、大会前日に行う場合もある。 
７．やむを得ない事情による車両変更は、競技監督の承認を得なければならなく、参加申込をした同クラス

についてのみ許される。 
エントリー終了時から公式予選開始までの車両変更手数料は５，０００円とする。 
公式予選開始から決勝レーススタートまでの間にフレームボディ・エンジンまたはその両方を交換する

場合の車両変更手数料は１０，０００円とする。この時変更するフレーム・エンジンは変更前の車両と

同型式でなければならない。 
８．主催者指定のラップタイム計測装置と併用して、他のラップタイム計測器の装着は許可されるが、主催

者指定のトランスポンダーに影響（疑似信号、ノイズなどにより）を及ぼすものは取り外さなくてはな

らない。また、大会主催者の指定した計測器以外は、全て非公式の記録となるので抗議は一切受け付け

ない。 
 
第14条 ガソリン 

競技に使用できるガソリンは岡山国際サーキット場内のガソリンスタンドで販売される以下の無鉛ガソ

リンのみとする。 

【無鉛ハイオク】 

 

 

 

 

 
※シーズン中に指定ガソリン銘柄が変更される場合は、事前に参加者に告知される。 

 

第15条 スプリントレースの公式予選 

１．公式予選はタイムトライアル方式とする。 
２．計測は１周回目から行い義務周回数は定めないが、少なくとも１周はラップタイムが計測されなければ

ならない。 
３．公式予選の参加台数が本特別規則に定める各クラス決勝出場台数を越える場合には、公式予選を複数の

組に分けて行う場合もある。 
４．ウェイティング（繰り上げ出場）の方法 
①ウェイティングの希望者はウェイティング願い書を予選暫定結果発表後３０分以内に大会事務局に提

出する。 
②願い書提出者のうち上位３名のものは、本特別規則第１６条に示すライダーズブリーフィングに出席

すること。 
③当該クラスのライダーズブリーフィング開始時点でリタイヤがない場合、出走は不可となる。 
５．公式予選が最大決勝出走台数に満たなかった場合に、予選通過基準タイムを満たさなかったライダーは

決勝出場嘆願（暫定結果発表３０分以内）を提出することが出来る。その場合、過去の実績等を考慮し

た上で大会組織委員会の承認により当該ライダーは決勝レース出走を認められる場合がある。この場合

の決勝出走願いの提出の手順は上記４．ウエイティングの方法①に準ずる。 
６．参加台数が少数の場合は他クラスとの混走にて行う場合がある。 
７．下記の各クラスは混走とする。 
① ノーマル２５０，ＳＰ－Ｒ 
② オープン，ＳＴ１０００ 
③ ウエストチャレンジカップＧＰ１２５，地方選手権ＧＰ１２５，ＧＰ－ＭＯＮＯ 

④ ウエストチャレンジカップＳＴ６００，ウエストチャレンジカップＧＰ２５０ 

⑤ ＧＰ－ＭＯＮＯ，Ｓ８ 

※ＧＰ２５０クラスはウエストチャレンジカップＳＴ６００との混走で行われます。また、ＧＰ２５０

商 品 名：出光スーパーゼアス 

密   度：１５℃ ｇ／㎝３    ０.７３８３ 

オクタン価：リサーチ法      １００ 

鉛   分：ｇ／ｌ        ０ 
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はエントリー締め切り時１０台以上で成立とします。 

８．複数クラスの混走レースについては、参加台数の合計が最大決勝出走台数を越えた場合、各クラスの予

選出走台数に対する下記計算方式（按分比例式）によって決勝出場台数を決定する。 
(例)ノーマル２５０クラスの場合 

Ｎ２５０クラス（予選出走台数） 
Ｎ２５０クラス決勝出走台数＝ ×４４台 

Ｎ２５０＋ＳＰ－Ｒ（予選出走台数） 
９．オープン、ＳＴ１０００クラスの１大会２レース制の公式予選は、第３戦、第４戦共に各１０分間で実

施する。各決勝レースのスターティンググリッドは、それぞれの予選結果に基づいて決定される。 

10．ウエストチャレンジカップＳＴ６００とＧＰ２５０のスターティンググリッドは安全を考慮し、空きグ

リッド２列を挟み前方にＳＴ６００、後方にＧＰ２５０が着くものとする。なお、参加台数に応じグリ

ッド配列を変更する場合は公式通知にて発表する。 

 
第16条 ライダーズブリーフィング 

決勝レースに出走するライダーは、タイムスケジュールによって定められた当該クラスのライダーズブ

リーフィングに必ず出席しなければならない。また、ブリーフィングに欠席または遅刻したライダーに

は、罰則を課す場合がある。 
 
第17条 決勝レース 

１．ライダーおよび参加車両は、決勝レースのコースイン前の指定された時間内に、車検委員によるスター

ト前チェックを受けなければならない。 
２．決勝レースの各クラス最大決勝出走台数（グリッド数）は、各クラス別に下記の通りとする。 

クラス 台数 
ＪＳＢ１０００ ４０台
ＧＰ１２５，ＧＰ－ＭＯＮＯ ４２台
ＳＴ６００，ＧＰ２５０ ４２台
オープン，ＳＴ１０００ ４２台
Ｓ８，ＧＰ－ＭＯＮＯ ４６台
その他のクラス ４４台

 
第18条 スプリントレースのスタート方法 

１．スプリント決勝レースのスタート方法は、クラッチスタートとする。 
２．スターティンググリッドは、以下に示される階段状グリッドを使用するものとする。また、グリッドボ

ードは奇数列のみ表示される。 
３．ポールポジション（ＰＰ）は、最前列進行方向左側とする。 
※グリッド図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以降同手順で最終車両まで 
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４．スタートシグナルは、レッドライトが点灯され、その後にレッドライトが消灯された時点でスタートと

なる。 
 

第19条 ピットインおよびピットアウト 

１．ピットロードにおいてはピットインしてくる車両に優先権がある。 
２．ピットロードにおける速度制限は安全管理上６０㎞/hまでとする。 
これに違反すると罰則が与えられる場合がある。 
・予選中・・・・・・・・・・・予選タイムの一部抹消 
・サイティングラップ中・・・・罰金 
・決勝レース中・・・・・・・・ＳＴＯＰ＆ＧＯ 

 
 
 
 
 
 
 
３．ピット前の直線部分に区画されたプラットホームと黄線の間は、ピットインおよびピットアウト専用の

通路（減速地帯）、黄線と黄線の間は補助レーン、黄線とピットの間はピット作業のための作業エリア

となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．ピットインするライダーは、第１０コーナー出口より走行ラインを右端にとり、第１１コーナー出口か

ら手足等でピットインの合図を行い、安全を確認してピットイン専用路に入り減速地帯を徐行しなけれ

ばならない。 
５．補助レーンは、ピットインまたはピットアウトする際に必要最低限の横断のみが許される。補助レーン・

作業エリアの走行は禁止される。 
６．ピットロード出口のシグナルランプについて 
赤ランプの点灯：コースインしてはならない。 
緑ランプの点灯：コースイン可。 
黄ランプの点滅：本コース上に走行車両あり。ライダーは各自の責任においてコースイン。 
７．ピットアウトしてコースに復帰するライダーは、減速地帯を出て第１コーナーを抜けるまでコース右端

（イン側）に沿って走行しなければならず、その間後方から接近する車両の走行を妨げてはならない。 
ピットレーンからトラックに合流の際は、ピットレーン出口からトラック上に引かれているライン（白

線）を越えて走行しないこと。 
 
 
 
 
 



２００９ ＯＫＡＹＡＭＡロードレースシリーズ規則書 

- 8 - 

８．ピットでの停車・再スタート 
ピットからの再スタートはキックスタート・セルスタート・プッシュスタートのいずれでも自由とする。

プッシュスタートの援助は２名までとする。外部のバッテリーを使用することは禁止される。 
 
第20条 ピット作業 

１．決勝レース中、ピット作業を行う場合は、各自のピット前作業エリアで行うこと。ピットガレージの中

（シャッターより内側）およびパドック内に車両を入れるとリタイアしたものと判断される。 
２．決勝レースおよび公式予選中の車両の修理・調整・部品交換などは、ピットに準備してある部品と工具

によって行われなければならない。 
３．競技中の車両がピットインしたとき、当該車両のメカニックは自己のピット前の作業エリアに出て作業

することができる。ピット作業の場合を除いて作業エリアに出ること、部品や工具を作業エリアに置く

ことは禁止される。 
４．１回のピット作業を行う場合、同時に作業できるピットクルー人数は、その車両に登録された２名のピ

ットクルーとライダーの合計３名までとする。 
５. シグナリングプラットホームに出られるピットサインマンの人数は１台のエントリーに付き、２名まで

とする。（必ず入場可能なクレデンシャルを着用のこと） 
６．ピット内および停車区域は清潔を保ち、器材を整頓し人災防止につとめなければならない。 
ピット内での喫煙など火気の使用は厳禁される。 
７．ピット作業では、電動工具等の火花を発生する装置を使用してはならない。また、電気消費量の多い器

具を使用する場合は、各自で電源を用意すること。 
８．ピット作業を行うメカニックは安全上、肌の露出の少ない衣類（難燃性が望ましい）を着用すること。

また、ピットクルーはピットロード・シグナリングプラットホーム・スターティンググリッド等に入場

の際はサンダル・極端な底高シューズなどは避け、動きやすいシューズを着用すること。 
９．スポンサー・ゲスト等をピットに招待しているチームは、各チーム責任者においてピットでの安全マナ

ーを徹底指導すること。また、ゲストはピットロード・プラットホームには入場できない。 
 
第21条 予選・決勝中の遵守事項 

１．走行中の遵守事項 
危険回避等やむを得ない場合、また特に競技役員の指示があった場合を除き以下の事項を遵守すること。

これに違反した場合はペナルティの対象となる。 
２．ショートコース、短縮路など規定コース外を走行してはならない。 
３．コース上のイエローラインをカットしてはならない。 
４．予選・決勝終了後、ピットおよびパドックへは規定のピット進入路を走行し、ショートコース・緊急車

両通路などを通って本コース外へ出てはならない。 
①予選・決勝終了後はピットおよびパドックへは規定のピット進入路を走行し、ピットインする事。シ

ョートコース・緊急車両通路などを通って本コース外へ出てはならない。 
②走行中は、車両にいかなる者も同乗させてはならない。 
５．「ＳＴＯＰ＆ＧＯ」ペナルティー 
何らかの理由により「ＳＴＯＰ＆ＧＯ」のペナルティが課せられた場合は、当該ライダーに対してメイ

ンフラッグポスト（同時に他のポストから表示される場合もある）から「ゼッケン№を記した【ＳＴＯ

Ｐ】ボード」が表示される（黒旗は提示しない）。当該ライダーは速やかにピットインして（ピットレー

ン速度６０㎞/h厳守）、ピットロード出口右側にあるペナルティエリアにマシンを停止させること。 
６．車両の停止とリタイア 
①やむを得ない理由により、コース内で停止する場合には、ライダーは速やかに車両をコース脇のグリ

ーン上の安全な場所に寄せ、他のライダーの走行の支障にならないようにしなければならない。また、

耐久レースにてやむを得ずマシンをピットまで押して戻る場合は、コースの際から離れたグリーン上

を他の走行車両に注意しながら行うこと。また、オフィシャルの指示がない限りはコースを横断した

り、コース上を押したりしないこと。 
②コース内で車両をコースの進行方向と逆に押したり、引いたりして車両を移動してはならない。ただ

し、オフィシャルの指示のある場合はこの限りではない。 
③事故または車両故障などの理由によってリタイアする場合はその地点からもっとも近いオフィシャル
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に報告し、用意してある用紙によってリタイア届けを提出しなければならない。 
④ライダーは、リタイア届けを提出したオフィシャルに車両を預けてコースより退去しなければならな

い。ライダーはこの車両をそのレースが終了するまでオフィシャルの管理下におかなければならない。

ただし、そのレースに支障のない地点まで車両を移動させることをオフィシャルから指示された場合

は、これに従わなければならない。 
 
第22条 競技の中断・セーフティカーの導入（フルコースコーション） 

やむを得ない事情によりレースの続行が危険と判断された場合、競技監督は走行中の全競技 
車両を赤旗を表示してただちにレースを中断するか、ホワイトクロス旗（白の［×］を記した赤旗）を

表示して１台のペースカーを導入し競技を非競技化することができる。 
１．赤旗を掲示する場合 
①赤旗がコントロールラインと全てのマーシャルポストで掲示される。ライダーはただちにスローダウ

ンし、ピットレーンに戻らなくてはならない。当該レースの結果は前の周を終えた時点でのものとさ

れる。 
②競技が中断された場合、ピットイン中の車両への作業はただちに停止しなければならず、一切の作業

は禁止される。また、中断の合図が出された時点でピットロードを走行中のライダーはピットインし

ていたものとする。 
③車両保管はオフィシャルの指示があるまで、ピットロード上にて行われる。ただし、ピットで作業中

のマシンおよびピットイン中の車両はピット前にて保管される。 
２．フルコースコーションの場合 
フルコースコーションとは、事故発生時にライダーもしくはオフィシャルが危険な状況にはあるがレー

スを中断するほどではないと競技監督が判断した場合、ペースカーが介入してレースを一時非競技化し、

スロー走行で先導し、その間に事故処理を行う方法である。 
①競技監督がフルコースコーションを決定したら、直ちに各ポストにおいてホワイトクロス旗が提示さ

れる。またイエローの回転灯を点灯したペースカーが、先頭のライダーの位置に関係無くピットロー

ドからコースインする。ＳＣと書かれたボードがコントロールラインにて提示され、ペースカーの介

入を告知する。 
②全ての競技車両はペースカーを先頭に一列に整列しなければならない。この時のライダーの追い越し

は厳禁とされる。ライダー間の距離は１０ｍ（車両５台分程度）以内までとする。ペースカーは原則

的に１台とし、その車体にはＰＡＣＥ ＣＡＲまたはＳＡＦＥＴＹＣＡＲと明記され、イエロー及び

グリーンの回転灯を装備している。 

セーフティカーからグリーンライトを使ってセーフティカーの前に出るよう指示する場合がある。そ

れらの車両は他の車両を追い超さず走行を続けセーフティカー後方の車列につく。 

③ペースカーは事故処理が終了するまで走行を続ける。 
④フルコースコーションの間にピットインすることは許可される。フルコースコーション中にピットア

ウトする場合は、ピットレーン出口にあるグリーンライトが点灯されている間のみ許可される。コー

スインのタイミングはペースカーに先導された車両の列の集団の最後尾（周回の最後尾とは限らない）

のマシンがピットレーン通過後約１０秒にわたりグリーンライトが点灯し、ピットアウトすることが

できるが、それ以外は、レッドライトによりピット出口は閉鎖される。ピットアウトできなかったラ

イダーは、次の周のグリーンライト点灯まで待たなければならない。 
⑤競技監督が次のコントロールラインからのレース再開を決定したら、ペースカーはイエローの回転灯

を消灯する。ペースカーはその周でピットに入る。 
⑥ペースカーがピットロードに入り、ライダーがコントロールラインに近づいている時点で、レース再

開の予告としてメインフラッグタワーでは、グリーンランプが点灯され、グリーンフラッグが振動表

示される。同時に全ポストのホワイトクロス旗は下げられる。各ライダーはコントロールラインを通

過した時点でフルコースコーションは解除され、レース状態に戻る。ホワイトクロス旗が下げられた

後もコントロールラインを通過するまでは追い越しは厳禁とされる。 
⑦フルコースコーション中の走行ラップも周回数としてカウントされる。 
⑧フルコースコーション中に規定のレース時間を終了した場合は、ペースカー先導のままチェッカーを

受けレース終了となる。その場合の順位認定は、チェッカーフラッグを受けた完走者の中から周回数

の多い順とし、同周回数の場合は、フルコースコーションの合図が出された直前の周回終了時のコン
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トロールライン通過順位とする。 
⑨各レースのフリー走行時間中にフルコースコーションのリハーサルを行う場合がある。 

 

第23条 レース終了 

１．レース終了の合図（チェッカーフラッグ）は規定のレース時間・距離が終了した時点で先頭車両が最初

にコントロールラインを通過する時に表示される。 
２．チェッカーフラッグは先頭車両がフィニッシュラインを通過後４分間表示される。 
３．チェッカーフラッグが表示された時点でピットロード出口は閉鎖される。 

 
第24条 レース後の再車検 

１．決勝レースを終了し入賞した車両は、競技役員の指示により、パドック内の所定の区域に必要な時間車

両保管される。なお、保管中の車両を改造したり整備してはならない。 

２．競技会審査委員会または車検長が求める車両検査に必要な分解、組み立て作業は、参加者またはその代

理人の責任で行わなければならず、許可された関係者以外のものが検査に立ち会うことは出来ない。 

３．車両保管区域への車両の出し入れは、競技役員の監督の下に行わなければならず、保管を解除された車

両は参加者によって速やかに引き取らなければならない。なお、保管解除後の放置車両についての責任

は各参加者による。 

４．入賞車、抗議対象者および車検長指名者は、レース終了後または競技会審査委員会の求めに応じて、随

時車両の分解、音量測定その他必要な方法により車両検査を受けなければならない。これを拒否した場

合の罰則は、失格まで適用される場合がある。 

 
第25条 車両・部品買い取り規定 

車両・部品等の買い取り規定のあるクラス（ＪＳＢ１０００、ＳＴ６００）に関しては、各クラスの買

い取り規定に従って手続きが行われる。 
 
第26条 得点 

１．得点は、２００９ＭＦＪ国内競技規則第３章２６．『公式得点』に基づき与えられる。なお、承認競技

においても２０ポイント制とする。 
２．本大会での得点は、『２００９ ＯＫＡＹＡＭＡロードレースシリーズ』『２００９ウエストチャレンジ

カップ』のシリーズポイントに加算される。地方選手権とウエストチャレンジカップが同一レースで開

催される場合は、国内ライダーには両選手権ポイントが与えられる。（ジュニア及びフレッシュマンラ

イダーには地方選手権ポイントのみ、国際ライダーはウエストチャレンジカップのみにポイントが与え

られる） 

３．ＧＰ２５０はエントリー締め切り時１０台以上で成立とし、決勝レースの結果に基づきチャレンジカッ

プシリーズポイントが与えられます。 

 
第27条 賞典 

１．賞典の詳細については公式プログラムもしくは公式通知に示す。 
２．賞典対象は決勝レースでの得点対象者とする。 

 
第28条 シリーズランキング 

１．ＯＫＡＹＡＭＡロードレースシリーズランキングの決定は、シリーズを通じて同一クラスにて得た合計

得点の高いものより上位とする。 
２．複数ライダーが同一得点を得た場合は、下記基準を用いて順位を決定する。 
①１位回数の多いもの。 
②１位回数が同じ場合は２位回数が多いもの、と言うように上位入賞回数が多いものより上位とする。 
③上記①、②で決定できない場合は、先に最高得点を挙げた方を上位とする。 
④上記①から③でも決定できない場合は、シリーズ組織委員会により決定される。 
３．ウエストチャレンジカップ選手権ランキングについて 
下記基準により１位～９位までを決定する。 
１０位以降は総合得点の多いものから順位を決定するが、同点の場合は同順位とする。 
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①ウエストチャレンジカップ選手権シリーズで得た全ての得点を合計し、総合得点の多いものから順位

を決定する。 
②上記②で同点となった場合、上位順位獲得回数の多い者が上位となる。同点の者同士で、１位を獲得

した回数で比較し、多い者が上位。これでも同位の場合、２位を獲得した回数で比較する。以下、下

位まで同様に比較する。 
③上記②で決定できない場合、最終戦での順位が上のものを上位とする。 
④上記③で決定できない場合は最終戦に最も近いレースにおいて、より上位順位を獲得した者を上位と

する。 
⑤上記④で決定できない場合、前年度のランキング上位の者を上位とする。 
⑥上記⑤で決定できない場合、鈴鹿サーキット･岡山国際サーキット各大会事務局間で協議の上、最終決

定する。 
⑦ウエストチャレンジカップＧＰ１２５クラスについては全戦中６戦の有効ポイント制とし、年間のポ

イントランキングを選定する。なお、昇格のためのポイントは全取得ポイントを対象とする。 

４．地方選手権ＧＰ－ＭＯＮＯクラスについて 

地方選手権ＧＰ－ＭＯＮＯクラスはジュニア、フレッシュマン、国内ライセンスのライダーによるシリ

ーズランキングとする。国際ライダーを含むものについては別途ランキングを設定する。 

 
第29条 シリーズ賞 

ＯＫＡＹＡＭＡロードレースシリーズ各クラスのシリーズランキング１～６位の入賞者にシリーズ賞が

授与される。なお、各クラスのシリーズ開催数の内３戦以上が成立しなければ当該クラスのシリーズ賞

は成立しない。また、各クラスにおいて開催したレース数の５０％以上に出場しなければシリーズ賞の

対象ライダーとはならない。 
シリーズ対象クラス：オープン・ＳＴ１０００ 

ＳＰ－Ｒ・ノーマル２５０・Ｓ８ 
ＧＰ－ＭＯＮＯインター 
地方選手権ＧＰ－ＭＯＮＯ／ＳＴ６００／ＧＰ１２５／ＧＰ２５０ 

※オープン耐久は、オープンクラス・ＳＴ１０００クラスのシリーズポイント対象外のレースとなる。 
 
第30条 主催者の権限 

主催者は次の権限を有するものとする。 
１．参加申込の受付に際して、その理由を示すことなく、参加者・ライダー・ピットクルーを選択あるいは

参加拒否することができる。 
２．競技監督が必要と認めた場合、ライダーに対し指定医師による健康診断書の提出を要求し、健康上の理

由による競技出場の可否を最終的に決定することができる。 
３．競技番号の指定あるいはピット割り当て等にあたり、各参加者の優先順位を決定することができる。 
４．大会スポンサーの広告を参加車両に貼付させることができる。 
５．耐久レースの場合、決勝出走台数の６０台以外に５台以内の範囲で決勝出場者を推薦することができる。 
６．やむを得ない理由により、公式プログラムの印刷に間に合わなかったライダーの指名登録、または変更

について許可をすることができる。 
７．すべての参加者・ライダー・ピットクルーおよびその参加車両の音声・写真・映像などの報道・放送・

放映・出版・電子メディア等に関する権限を有し、この権限を第三者が使用することを許可できる。 

８．以下の場合にチームの参加またはライダーの参加を拒否する事が出来る。 

・競技会における秩序を無視して混乱を引き起こした者、またはその恐れが極めて強いと思われる者。 

・レースが自己責任の前提で成り立つ事を理解承認できない者。 

・自己を反省することなく、人の過失ばかりを主張する者。 

・暴力行為等を含め周囲に対して脅威を与えた者。 

・スポーツマンとしてふさわしくない発言・行動をくり返す者。 

９．本大会を円滑に運営するため、審査委員会の同意を得ることにより、すべての事項についての決定権を

行使することができる。 
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第31条 参加者・ライダー・ピットクルーの遵守事項 

１．２００９ＭＦＪ国内競技規則および本特別規則を熟知し、これを遵守するとともに、競技役員の指示に

従って競技会の秩序維持に協力しなければならない。 
２．安全の確保を参加者全員が各自の責任において常に留意していなければならない。大会期間中、万一の

事故による車両の損害あるいは人員の死傷等があった場合でも、その責任は各自が負わなければならず、

主催者・施設・競技役員・施設職員・傭員あるいは他の参加者および、その他関係者に対して、参加者

自身・親族者・相続人ならびに関係者一同は一切の賠償責任を追及することができないものとし、これ

を了解しなければならない。 
３．すべての参加者は、競技会が円滑に運営されるよう協力し、スポーツマンとしての襟度を保ち、言語を

慎み礼儀正しく、明朗公正に行動しなければならない。また競技会の期間中に、薬品によって精神状態

を繕ったり、飲酒したものは競技会から除外される。 
４．参加者・ライダー・ピットクルーは秩序ある行動をとること。そして、相互にまたは、競技役員に対し

て攻撃的または、侮辱的な言動および行動を行うことは厳に慎まなければならない。 
５．すべての参加者は、自らの意志と責任において参加するものであることを深く認識し、万一の場合に備

えて家族に競技会への参加の了解を得ておくとともに、十分な自主責任体制を整えた上で参加しなけれ

ばならない。 
６．競技期間中は、ペット類のＢパドック内への持ち込みは禁止される。 

 
第32条 公式通知の発行 

本規則に記載されていない競技運営上の細則や、参加者に対する指示、本規則発表後に生じた必要事項

は、公式通知によって示される。公式通知は下記方法で参加者に通知される。 
①参加者の住所に郵送される。 
②大会事務局に掲出される。 
③出場受付時に配布される。 
④公式予選後、あるいは公式予選や決勝レース前など必要に応じて招集されるライダーズブリーフィン

グで指示される。 
⑤緊急の場合はオフィシャルからの通知、もしくは場内放送で伝達される。 
 

第33条 ブルテンの発行 

シーズン途中における規則の改定、追加などはブルテンとして公表される。 
 
第34条 本特別規則の施行 

本特別規則は、第１条に示される競技会に適用されるものであり、当該競技会の出場申込受付開始と同

時に有効となる。 
 
第35条 耐久レース補足 

耐久レースは前記に加え下記事項を満たすこと。 
１．参加クラス区分・資格 

①参加クラス区分 
特別競技車両規則第３６条によって区分されたオープンおよびＳＴ１０００の２クラスとする。なお、

複数台エントリーで両クラスの車両が登録された場合、参加クラスはオープンクラスとする。 

②参加車両 

オープン３Ｈ耐久・・・・・・・特別競技車両規則第３６条に準ずる。 
※１名１台の車両登録が出来るものとし、２名の場合は２台まで、３名の場合は３台まで車両が登録

できる。なお、複数台エントリーの場合計測器の積み替えを行う。 

登録ライダーの人数、ライセンス 

オープン３Ｈ耐久・・・・・・・２名以上３名以内（Ｎ～Ｉ） 
※国際ライセンスライダーは１名のみ登録可 
③ピットクルー 
１エントリーに対して登録できるピットクルーは下記詳細のとおり最大７名までとする。 
・チーム監督・・・・１名 
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・メカニック・・・・３名 
・ヘルパー／サインマン・・・・３名 

２．出場申し込み 

①周回数（時間）・エントリー料(ＭＦＪスポーツ傷害基金掛金２名分含) 
オープン３Ｈ耐久レース（３時間）・・・・３３，０００円／１エントリー／１台登録 
※２台以上の車両登録は３３，０００円＋５，０００円／台 

※Ｃライダー（３人目）登録の場合は上記＋５，０００円／名 

②「Ｔ．Ｂ．Ｎ．ライダー」登録 
耐久レースに限りライダーのＴ．Ｂ．Ｎ．登録が行える。 
参加申し込み時に登録ライダーを「Ｔ．Ｂ．Ｎ．」として登録出来るのは、既にＡライダーが確定登録

している場合のＢ・Ｃライダーに限り認められる。また、「Ｔ．Ｂ．Ｎ．ライダー」の登録は大会当日

の出場受付時までに登録料（５，０００円／１名）を添えて大会事務局に届けでること。（※大会の１

４日前までに届け出た場合は登録料は必要ない。） 
３．登録ライダー編成の変更 

登録ライダーに変更がある場合は、当該クラスの出場受付時までに書面にて下記変更料を添えて大会事

務局に変更内容を届け出ること。それ以後の変更は出来ないものとする。 
・登録ライダー変更料・・・・５，０００円／１名 
（※大会の１４日前までに変更を届け出た場合、変更料は必要ない。） 
４．車両検査 

車両検査にあたってはライダー本人が検査を受ける車両とともに、指定時間内に下記のものを用意して

車検場に集合しなければならない。 
・車両仕様書 
・ヘルメット 
・ヘルメットリムーバー       予選・決勝を通じて使用するものを提示すること。 
・グローブ 
・ブーツ 
・レーシングスーツ 
・給油用具（燃料補給作業に使用するもの） 
・消火器（１エントリーにつき、正常に作動する内容量３㎏以上の消火器を最低１本は用意すること。

〔使用有効期限内のもので外観は著しく損傷・腐食していないものが望ましい〕） 
５．公式予選 

①公式予選は各チームに登録された、ＡライダーおよびＢライダーによって行われる。 
②決勝レースに出走する全てのライダーは当該クラスの予選通過基準タイムをクリアしなければならな

い。従って一方のライダーが予選通過基準タイムをクリアしていた場合でも、もう一方のライダーが

予選基準通過クリアしていない場合には、そのチームは決勝レースには選抜されない。 
③計測は１周目から行い義務周回数は定めないが、少なくとも１周はラップタイムが計測されなければ

ならない。 
④各レースにおいて、申込台数が多数の場合公式予選を複数組にて行う場合がある。その場合、予選組

分けは主催者の抽選にて行われるものとする。また、台数が少数の場合は他のクラスとの混走にて行

う場合がある。 
⑤予選組分け別に計時予選を行い、Ａライダー・Ｂライダーのいずれかの速いタイムを予選タイムとし、

タイム順に上位より計６０台を選抜する。 
予選タイムが同タイムの場合は、もう一方のライダーのタイムを比較し、速い方の車両が上位となる。 
⑥予選が複数組に分かれて行われる場合、決勝選抜方法は２００９ＭＦＪ国内競技規則に準ずる。 
⑦Ｃライダーを登録した場合、指定された走行時間内にタイムアタックを行い、予選通過基準タイムを

クリアしなければならない。ただし、そのラップタイムは予選タイムには採択されない。 
⑧予選通過基準タイムは、同一コンディションで予選が行われた場合は、各クラス区分のトップタイム

の１３０％以内、コースコンディションの異なる場合は予選組ごとのトップタイムの１３０％以内と

する。 
⑨各レースの最多決勝出場台数は６０台とする。 
⑩ＡライダーおよびＢライダーの予選開始前にウエイティングエリアにてライセンスチェックを行うの
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で各ライダーは持参のこと。 
６．スタート方法 

①決勝スタート方法は、ルマン式もしくはルマン式スタッガード（時間差による）スタートとする。 
※天候・路面状況により安全確保のためペースカー先導によるスタートとする場合がある。 
②ルマン式グリッド図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※マシンを支えるアシスタントは自チームのＢ・Ｃライダーもしくはピットクルーの何れかとし服装

はライダーの全装備（ヘルメット・ヘルメットリムーバーを除く）とする。また、アシスタントの

ライダー装備（ヘルメット・ヘルメットリムーバー除く）が準備できない場合は、ピットスタート

となる。 

③決勝レースのスターティンググリッド 

公式予選の順位に基づき６０番までのグリッドが決定される。 

押し掛けが必要な車両のグリッド後方への移動は行わない。 

④スタートライダーはＡライダーとして登録されているライダーとする。事情によりＡライダーがスタ

ートライダーを務められない場合は当該クラスの出走前点検開始までに大会事務局に変更届けを提出

すること。 

⑤決勝レースに出走する全ての車両はサイティングラップを行い各自のスターティンググリッドに付く

こと。サイティングラップを行わなかった全ての車両（ピットスタート車両含む）には「ＳＴＯＰ＆

ＧＯ」のペナルティが課せられる。 

⑥ウォーミングアップ終了の時間とともに車両はメインストレートのピットサインエリア側のポジショ

ンに整列する。 
⑦「５分前ボード」表示でスタートライダーはグランドスタンド側の定位置（スタートライダーサーク

ル）に移動し、スタートの合図があるまで自分の車両の方に動いてはならない。 
⑧「３分前ボード」表示でマシンを支えるアシスタント１名は、ピットサインエリア側にて車両の後尾

をささえて待機し、スタートライダー・マシンを支えるアシスタント１名・傘持ち要員１名以外の他

のチームクルーはピット内に退避しなければならない。 
⑨「１分前ボード」表示でスタートライダーサークルのスタートライダー１名とマシンを支えるアシス

タント１名以外はグリッドより退場。 
⑩スタート合図はメインシグナルタワーのシグナルの点灯にて行う。メインシグナルタワーのレッドラ

ンプが点灯し、その後レッドランプが消灯したらスタートライダーはコースを横断して自分の車両に

駆け寄りスタートする。マシンを支えるアシスタントはスタート時にコース上のイエローラインより

前には出ないこと。 
⑪エンジンはライダーが単独でキックスタートあるいはセルスターターを使用して始動させなければな

らない（外部スターター機器の使用不可）。スタート時の押し掛けは、オフィシャルの合図があるまで

禁止される。 
⑫押し掛けが必要な車両は、他の車両がシグナルでスタート後、メインフラッグマーシャルがグリーン

フラッグを振った後に押し掛けをする事が許される。 
⑬スタート時エンジンが始動しない場合は、オフィシャルの指示に従ってライダーがピットロードまで

車両を移動させた後、ピットにてメカニックの作業を受けた後再スタートすることができる。 
⑭スタート時の違反行為に対しては「ＳＴＯＰ＆ＧＯ」のペナルティが課せられる。 
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７．ペースカー先導によるスタート 

①天候・路面状況によりペースカー先導によるスタートとなった場合のスタート手順は、「３分前ボー

ド」表示までの手順は通常のスタート進行と同様する。ただし、「５分前ボード」表示後もスタートラ

イダーは自己のマシンの側に留まるものとする。 
②「１分前ボード」表示にてエンジン始動。スタートライダーおよびエンジン始動アシスタント１名以

外はグリッドより退去。エンジン始動後はアシスタントも速やかにグリッドよりピットへ退去。 
③「３０秒前ボード」表示。全てのライダーはエンジンが始動した状態でグリッドの所定の位置に着か

なければならない。この時点でエンジンが始動出来なかった車両およびエンジンストールによりスタ

ート出来ない車両は、オフィシャルおよび後続車両にスタート不能の合図をし、全車スタート後に最

後尾車両が通過後にオフィシャルの補助を受けて再度エンジン始動を試み、容易に始動しない場合は

マシンをピットレーンに移動する。 
④メインフラッグタワーのレッドランプの消灯により、グリッド前方に待機していたペースカーはグリ

ッドを発ち、全競技車両は１列隊列で車間距離１０ｍ（車両５台分の程度）の間隔でグリッドの順番

にペースカーに続きスタートする。メインフラッグタワーでは「ＳＣボード」が提示され同時に全ポ

ストでホワイトクロス旗が表示されている。 
⑤ペースカーが先導する周回の追い越しは禁止される。何らかの理由により隊列から遅れた場合は、元

のグリッド順位には戻れないものとし、隊列の最後尾に付くものとする。 
⑥ペースカーがピットロードに入り、先頭のライダーがコントロールラインに近づいている時点で、レ

ーススタートの予告としてメインフラッグタワーではグリーンランプが点灯され緑旗が振動表示され

る。同時に全ポストのホワイトクロス旗は一斉に下げられる。 
⑦グリーンランプが点灯されホワイトクロス旗が下げられた後も、各車両ともコントロールラインを通

過するまでは追い越しは禁止される。 
⑧ペースカー先導による周回中もレース時間（距離）に含まれるものとする。 
８．ピット作業 

①１回のピット作業もしくは燃料補給を行う場合の同時に作業出来るピット作業要員は、その車両に登

録されたライダーおよびピットクルーの合計４名までとする。ライダーが車両に乗っている場合（マ

シンを支えている場合も）そのライダーも作業員の人数に含まれる。また、万一の火災に備え、消火

器を持って待機している消火要員は、最大作業要員の４名には含まれない。 
②ピット作業では、電動工具・タイヤウォーマーおよびエアツール（エアガンは除く）および火花を発

生する装置を使用してはならない。 
③フレーム・クランクケース・ギヤボックスケース以外の全ての壊れた部品を交換することができる。 
④レース中、転倒により燃料タンクを破損した場合は、燃料タンクの交換が許可される。ただし、この

場合のスペアタンクは車検を受け合格したものに限る。入賞車両は、再車検場へクラッシュしたタン

クも同時に持ち込むこと。 
⑤ピットに準備してある部品・工具などによる修理・調整・部品交換は、正規にピットインした車両に

対してのみ行なうことができる。 
⑥ピット以外の地点で停車した車両に対して、その車両に積み込んであるもの以外の部品・工具による

修理・調整・部品交換を行なうこと、および当該競技車両運転中のライダー以外が、それらの作業に

あたることは厳重に禁止される。 
⑦緊急やむを得ない事情で、ピット以外の地点でそれらの作業を行なうときは、他の車両の走行の支障

にならない場所に停車しなければならない。 
⑧競技中の車両はいかなる場合も他から援助を受けて押出したり走行したりしてはならない。ただし、

保安目的でオフィシャルが車両を移動させたり処置する場合はこの限りではない。 
⑨誤って自己のピット前を通り越した車両はエンジンを停止後オフィシャルの承諾を得て、当該車両の

ライダー・ピットクルーの２名によって後ろ向きに押し戻すことが出来る。 
９．燃料補給 

①燃料補給中とは、燃料補給に関する一連の作業の中で燃料キャップを開けた状態を指す。 

給油装置は消防法に適合した、２０リットル以下の耐圧金属製携行缶もしくはクイックタイプ（自然

落下式）を使用すること。給油に使用する金属製携行缶に装着するホースは変更できるが、クイック

タイプの給油装置も含め、接続するホースは１本タイプで（２本接続タイプは使用不可）、内径４０㎜

未満長さ５０㎝未満までとする。また取付部に緩みやガタ等が無く液体もれしない構造である事。ホ



２００９ ＯＫＡＹＡＭＡロードレースシリーズ規則書 

- 16 - 

ースを取付ない場合手動式ポンプの使用可。 
②ポリタンク・プラスチック製容器・ジョッキ等は使用できない。 
③給油時間は特に設けないが余裕を持って安全に行うこと。 
④給油装置については消防法に準拠したものを使用し、車検の際に車検場に持ち込み車検委員の許可を

受けること。 
⑤燃料補給中はエンジンを停止していなければならない。 

⑥燃料補給中は、登録されたライダーもしくはピットクルーの内１名が消火要員として必ず消火器を持

って作業中待機していなければならない。また、こぼれた燃料・オイル等はウエス・オイル処理剤等

を使用して必ず拭きとらなければならない。 

⑦燃料補給は、車両が安全にセンター支持タイプのスタンドで支持された状況の下で行わなければなら

ない。燃料補給中はそれ以外の作業は禁止され、ライダーは車両に乗っていてはならない。また、ラ

イダーの乗降行為は禁止される。 

⑧ピット内での燃料の保管は、消防法に合致した耐圧金属容器を使用し１００リットル未満とする。 

⑨レース中に燃料補給が行われる場合、チーム監督はオフィシャルの指示に従って主催者より配布され

る所定の用紙を用いて、補給を行なう１周前に給油届けを行うこと。 

⑩燃料補給要員及び、消化要員は万一の火災から身を守るために、長袖・長ズボンで難燃性の素材の衣

服を着用すること。また、顔・目を保護出来る用具（フルフェイスヘルメット・フェイスマスク＋ゴ

ーグル等）の着用が望ましい。 

⑪公式予選中の燃料補給は可能。上記手順に従って行うこと。 

⑫複数台エントリーの場合は、ピットガレージで予め交替する車両に燃料を補給しておくこと。 

10．予選・決勝中の遵守事項 

予選・決勝終了後、ピットおよびパドックへは規定のピット進入路を走行し、ショートコース・緊急車

両通路などを通って本コース外へ出てはならない。 
①決勝中転倒などによる車両トラブルにより、やむを得ずショートカット部からＢパドック内へ戻る場

合は、オフィシャルの許可を得た上で、エンジンを停止した状態で押して戻ること（エンジンが始動

している状態での自走不可）。その場合、自チームのピットに戻るまでは運転中のライダーおよびオフ

ィシャル以外が当該車両に介入することは出来ない。 
※決勝レース中のショートカットは競技結果より３周減算／１回。 
無断でショートカットした場合、別途ペナルティーが加えられる。 
②公式予選・フリー走行・決勝レースを通して、走行する全てのライダーは必ず右腕部に主催者より配

布されるライダー識別用の腕章を着用しなければならない。色分けは下記の通り。 
［赤］・・Ａライダー ［黄］・・Ｂライダー  ［緑］・・Ｃライダー 

11．車両の停止とリタイヤ 

①やむを得ずマシンをピットまで押して戻る場合は、コースの際から離れたグリーン上を他の走行車両

に注意しながら行うこと。また、オフィシャルの指示がない限りはコースを横断したり、コース上を

押したりしないこと。 
②車両がコース上にレース全走行時間（周回）の半分以上停止している場合はリタイヤと判定される。 
12．ライダー交替 

①１人のライダーが連続して走行出来る最大連続走行時間は８０分とする。 

②１人のライダーの最大合計運転時間は１２０分とする。 

③ライダー交替は正式にピットインした場合のみ許される。（ペナルティストップ時のライダー交代は

不可） 

④ライダー交替・ピット作業を行う場合、チーム監督はピットインの１周前までにピットオフィシャル

に届け出なければならない。 

⑤ライダーが交替する時はエンジンを停止しなければならない。 

⑥複数台エントリーで、車両交替がある場合は計測器の積み替えを行わなければならない。 

なお、この計測器積み替えの際もエンジンは停止していなくてはならない。 

13．得点 

オープン３Ｈ耐久は、オープンクラス・ＳＴ１０００クラスのシリーズポイント対象外のレースとなる。 
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